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で
審
議
し
て
き
ま
し
た
。

　
【
担
当
グ
ル
ー
プ
】
子
育
て
企
画

グ
ル
ー
プ
（
〒
６
６
２
―
８
５
６
７

六
湛
寺
町
　
―
３
☎
０
７
９
８
・
３

１０

５
・
３
７
４
９
死vo_kosodate_

k@
nishi.or.jp

）

②
「
西
宮
市
営
住
宅
整
備
・
管
理
計

画（
案
）」

　
こ
の
案
は
、
め
ま
ぐ
る
し
く
変
化

す
る
市
営
住
宅
に
関
す
る
課
題
に
対

応
す
る
た
め
、
長
期
的
な
視
野
に
立

っ
て
、
効
果
的
で
効
率
的
な
市
営
住

宅
の
整
備
・
管
理
の
具
体
的
な
計
画

を
定
め
る
も
の
で
す
。

　
【
担
当
グ
ル
ー
プ
】
住
宅
整
備
グ

ル
ー
プ
（
〒
６
６
２
―
８
５
６
７
六

湛
寺
町
　
―
３
☎
０
７
９
８
・
３

１０

５
・
３
６
６
８
死vo_jyuseibi@

n
ishi.or.jp

）

　
市
は
、
市
営
住
宅
の
住
み
替
え
募

集
を
行
い
ま
す
。
募
集
戸
数
は
　３０

戸
。
募
集
住
宅
の
概
要
な
ど
詳
し
く

は
申
込
案
内
書
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
問
合
せ
は
西
宮
市
営
住
宅
北
部
管

理
セ
ン
タ
ー
（
０
７
９
８
・
３
５
・

５
０
２
８
）
へ
。

　
【
申
込
資
格
】
現
住
宅
に
３
年
以

上
居
住
し
て
い
る
こ
と
▽
収
入
基
準

に
合
致
す
る
こ
と
▽
家
賃
滞
納
が
全

く
無
い
こ
と
▽
①
要
介
護
度
４
・
５
、

②
障
害
ま
た
は
疾
病
、③
高
齢
、④
世

帯
人
員
の
増
減
、
⑤
生
活
環
境
の
変

化
の
い
ず
れ
か
の
理
由
で
現
住
宅
で

の
生
活
に
支
障
が
あ
る
こ
と
な
ど

　
【
申
込
案
内
書
の
配
布
】
　
月
５

１０

日
～
　
日
に
西
宮
市
営
住
宅
北
部
管

１２

理
セ
ン
タ
ー
（
市
役
所
東
館
１
階
）、

南
部
管
理
セ
ン
タ
ー
（
市
役
所
南
館

１
階
）

　
【
申
込
】
申
込
案
内
書
に
添
付
し

て
い
る
申
込
書
（
１
世
帯
に
１
通
）

を
　
月
　
日
（
消
印
有
効
）
ま
で
に

１０

１２

西
宮
市
営
住
宅
北
部
管
理
セ
ン
タ
ー

へ
郵
送
を
。
重
複
申
込
不
可
　
※
次

回
住
み
替
え
募
集
は
来
年
５
月
予
定

　
遺
族
の
人
が
年
金
と
し
て
受
給
す

る
生
命
保
険
金
の
う
ち
、
相
続
税
の

課
税
対
象
と
な
っ
た
部
分
に
つ
い
て

は
、
所
得
税
の
課
税
対
象
に
な
ら
な

い
と
す
る
最
高
裁
判
決
を
受
け
て
、

平
成
　
年
～
　
年
の
各
年
分
に
つ
い

１２

１７

て
、
納
め
す
ぎ
と
な
っ
て
い
る
所
得

税
に
相
当
す
る
額
が
特
別
還
付
金
と

し
て
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
税

務
署
で
手
続
き
を
受
け
付
け
て
い
ま

す
。
　
こ
れ
に
伴
い
、
本
市
で
も
平
成
　１３

年
度
分
～
　
年
度
分
の
納
め
す
ぎ
と

１８

な
っ
て
い
る
市
県
民
税
に
相
当
す
る

額
に
つ
い
て
返
還
す
る
準
備
を
進
め

て
い
ま
す
。

　
西
宮
税
務
署
で
「
特
別
還
付
金
」

の
手
続
き
を
済
ま
せ
た
人
で
、
当
該

６
年
の
間
に
本
市
に
居
住
し
、
該
当

保
険
年
金
を
申
告
し
て
市
県
民
税
を

納
税
し
た
場
合
は
、
市
役
所
で
も
返

還
の
た
め
の
手
続
き
が
必
要
に
な
り

ま
す
。

　
問
合
せ
は
市
民
税
グ
ル
ー
プ
（
０

７
９
８
・
３
５
・
３
２
６
７
）
へ
。

　市、兵庫行政評価事務所、行政
相談委員は、行政相談週間行事の
一環として、「特別合同相談所」
を開設します。
　行政機関と弁護士・司法書士・
土地家屋調査士などが、相続等の
法律問題や土地・建物の登記手続
き、建築による近隣とのトラブ
ル、税金などの身近な生活問題に
ついて相談に応じます。
　また、国・県・市の仕事に関す
る行政相談も行います。相談は無
料で、秘密は厳守しますので、お
気軽にご利用ください。
　問合せは市民相談課（0798・
35・3100）へ。
【日時・会場】１０月４日（火）の
午後１時～４時（受付は３時半ま
で）に市役所本庁舎２階２５２会
議室で
　※弁護士による法律相談あり。
定員２４人。当日先着順（受付は
午後０時４５分から）

　
市
は
、
次
の
①
・
②
の
案
に
つ
い

て
、
皆
さ
ん
の
意
見
を
募
集
し
ま

す
。
　
各
案
は
９
月
　
日
か
ら
、
各
担
当

２６

グ
ル
ー
プ
、
市
役
所
本
庁
舎
１
階
総

合
案
内
所
横
、
各
支
所
・
市
民
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
ア
ク
タ
西
宮
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
で
配
布
す
る
ほ
か
、
市
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
市
政
情
報
似
参

画
・
協
働
）
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で

き
ま
す
。

　
意
見
の
提
出
方
法
は
、
案
へ
の
意

見
、
住
所
、
氏
名
、
年
齢
、
性
別
、
職

業
、
電
話
番
号
を
書
い
た
も
の
を
郵

送
か
Ｅ
メ
ー
ル
で
９
月
　
日
～
　
月

２６

１０

　
日
（
②
は
　
日
、
郵
送
の
場
合
消

２６

２８

印
有
効
）
に
各
担
当
グ
ル
ー
プ
へ
。

持
参
も
可
。

　
今
後
は
頂
い
た
意
見
を
参
考
に
策

定
作
業
を
進
め
ま
す
。
な
お
、
頂
い

た
意
見
は
市
の
見
解
と
と
も
に
公
開

（
個
人
情
報
を
除
く
）
し
ま
す
。
電

話
で
の
意
見
の
受
付
や
個
別
回
答
は

行
い
ま
せ
ん
。

①
「
西
宮
市
立
わ
か
ば
園
の
建
替
え

に
伴
う
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
等

施
設
整
備
事
業
　
基
本
構
想（
案
）」

　
こ
の
基
本
構
想
案
は
、
施
設
が
老

朽
化
し
て
い
る
こ
と
や
、
近
年
、
発

達
に
課
題
の
あ
る
子
ど
も
へ
の
支
援

が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か

ら
、
肢
体
不
自
由
児
通
園
施
設
で
あ

る
わ
か
ば
園
を
移
転
・
建
替
え
し
、

子
ど
も
の
発
達
を
支
援
す
る
中
核
施

設
「
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
」
と

し
て
再
整
備
す
る
も
の
で
す
。

　
こ
の
基
本
構
想
の
策
定
に
あ
た
っ

て
、
昨
年
　
月
か
ら
、
市
民
や
専
門

１１

家
を
交
え
た
基
本
構
想
検
討
委
員
会

　
市
は
、
住
宅
な
ど
を
バ
リ
ア
フ
リ

ー
化
（
改
造
）
す
る
場
合
、
費
用
の

一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

　
対
象
に
な
る
工
事
は
次
の
と
お
り

で
す
（
来
年
３
月
　
日
ま
で
に
完
了

３１

す
る
も
の
に
限
る
）
。
な
お
、
予
定

額
に
達
し
次
第
、
締
め
切
り
ま
す
。

　
ま
た
、
着
工
後
の
申
請
は
受
け
付

け
ま
せ
ん
の
で
、
必
ず
着
工
前
に
各

担
当
窓
口
へ
問
い
合
わ
せ
を
。

　
◆
既
存
住
宅
の
改
造
…
　
歳
以
上

６０

の
人（
※
介
護
保
険
の
要
支
援
・
要
介

護
認
定
者
を
除
く
）
と
同
居
の
世
帯

が
、
既
存
住
宅
を
高
齢
者
な
ど
に
配

慮
し
た
住
宅
に
改
造
す
る
場
合
、
助

成
対
象
工
事
費
の
３
分
の
１
（
上
限

　
万
３
０
０
０
円
）
を
助
成
。

３３　
な
お
、
高
齢
者
円
滑
入
居
賃
貸
住

宅
、
あ
ん
し
ん
賃
貸
住
宅
と
し
て
登

録
を
受
け
て
い
る
既
存
民
間
住
宅
の

所
有
者
も
対
象
に
な
り
ま
す
。

　
【
工
事
例
】
浴
室
出
入
り
口
の
段

差
解
消
、
手
す
り
の
設
置
、
階
段
の

滑
り
止
め
の
取
り
付
け
な
ど

　
【
申
請
先
】
住
宅
政
策
グ
ル
ー
プ

（
０
７
９
８
・
３
５
・
３
７
６
１
）

　
※
①
介
護
保
険
の
要
支
援
・
要
介

護
認
定
を
受
け
た
被
保
険
者
と
同
居

の
世
帯
や
、
②
介
護
保
険
の
対
象
に

な
ら
な
い
身
体
障
害
者
・
療
育
手
帳

を
交
付
さ
れ
て
い
る
人
と
同
居
の
世

帯
も
対
象
に
な
る
場
合
あ
り
。
①
の

人
は
高
齢
福
祉
グ
ル
ー
プ
（
０
７
９

８
・
３
５
・
３
１
７
５
）
、
②
の
人

は
障
害
福
祉
課
（
０
７
９
８
・
３

５
・
３
１
５
７
）
へ
問
合
せ
を

　市は、住宅の耐震診断を希望する
所有者を対象に「簡易耐震診断」の
申込を受け付けています。
【対象建築物】昭和５６年５月以前
に着工の住宅（戸建住宅、共同住宅、
長屋、住宅部分が過半の兼用住宅）
【費用】木造戸建住宅…３０００円 ▽

木造以外の戸建住宅…６０００円　※
共同住宅や長屋などは問合せを
【申込】申込書など必要書類を建築
指導グループ（市役所南館２階☎
0798・35・3705）へ持参を。申込
書は同グループで配布。戸建住宅は
印鑑と建築年度が分かる書類が必
要。共同住宅や長屋などは問合せを
※申込は住宅の所有者に限る

簡易耐震診断を受付
昭和５６年５月以前着工の住宅

　
市
は
、
来
年
４
月
に
市
立
・
私
立

保
育
所
へ
の
入
所
を
希
望
す
る
乳
幼

児
の
申
込
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　
【
対
象
】
保
護
者
の
仕
事
や
病
気

な
ど
で
十
分
な
保
育
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
な
い
乳
幼
児

　
【
申
込
書
の
配
布
】
保
育
所
事
業

グ
ル
ー
プ
（
市
役
所
本
庁
舎
７
階
☎

０
７
９
８
・
３
５
・
３
１
６
０
）、各

支
所
・
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、

ア
ク
タ
西
宮
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
で
配
布

す
る
ほ
か
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
く
ら
し
の
情
報
似
子
育
て
）
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可

　
【
申
込
】
所
定
の
申
込
書
を
持
参

の
う
え
、
乳
幼
児
本
人
同
伴
で
、
　１２

月
　
日
ま
で
に
同
グ
ル
ー
プ
に
来
庁

２８
を
。
郵
送
申
込
不
可

　
※
毎
月
の
入
所
申
込
の
締
切
は
入

所
希
望
月
の
前
月
　
日
で
す
が
、
来

１５

年
２
・
３
月
入
所
希
望
に
つ
い
て
も

　
月
　
日
ま
で
に
申
込
を

１２

２８

　
【
入
所
決
定
】
提
出
書
類
を
も
と

に
保
育
が
で
き
な
い
状
況
を
点
数
化

し
、
入
所
の
優
先
順
位
を
決
定
。
結

果
通
知
は
来
年
３
月
１
日
頃
に
送
付

　
善
照
マ
イ
ト
レ
ー
ヤ
保
育
園
が
郷

免
町
に
　
月
か
ら
開
園
す
る
予
定
で

１１

す
。
対
象
は
入
所
時
に
生
後
６
カ
月

～
小
学
校
入
学
前
の
乳
幼
児
。
た
だ

し
、
来
年
４
月
ま
で
は
平
成
　
年
４

１８

月
２
日
以
降
に
出
生
の
乳
幼
児
に
限

る
。
定
員
　
人
。
車
で
の
送
迎
は
不

７９

可
。
入
所
希
望
者
は
　
月
　
日
ま
で

１０

１４

に
保
育
所
事
業
グ
ル
ー
プ
に
申
込

を
。

　
教
育
委
員
会
は
、平
成
　
年（
２
０

１７

０
５
年
）４
月
２
日
～
　
年（
２
０
０

１８

６
年
）４
月
１
日
に
出
生
し
、来
年
４

月
に
市
立
小
学
校
へ
入
学
す
る
幼
児

を
対
象
に
、「
就
学
時
健
康
診
断
」
を

実
施
し
ま
す
。

　
日
程
・
会
場
は
左
表
の
と
お
り
。

受
付
時
間
は
い
ず
れ
も
午
後
２
時
～

３
時
で
す
。
な
お
、
こ
の
健
康
診
断

は
法
律
に
基
づ
い
て
行
う
も
の
で
、

特
別
な
準
備
は
不
要
で
す
。

　
９
月
９
日
現
在
、
市
内
に
住
民
登

録
し
て
い
る
人
や
就
学
申
請
し
て
い

る
外
国
籍
の
人
に
は
、
９
月
下
旬
に

「
就
学
時
健
康
診
断
通
知
ハ
ガ
キ
」を

発
送
し
ま
す
。
通
知
が
届
か
な
い
場

合
は
学
事
・
学
校
改
革
グ
ル
ー
プ

（
０
７
９
８
・
３
５
・
３
８
５
０
）

へ
問
合
せ
を
。
９
月
　
日
以
降
に
転

１２

入
し
た
人
は
、
転
入
届
を
行
う
窓
口

で
配
布
す
る
「
小
学
校
入
学
手
続
案

内
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
健
康
診
断
日
に
欠
席
す
る
場
合
、

該
当
の
小
学
校
に
連
絡
し
て
く
だ
さ

い
。
な
お
、
事
情
に
よ
り
健
康
診
断

を
受
け
ら
れ
な
い
場
合
で
も
、
来
年

１
月
末
ご
ろ
就
学
通
知
書
は
送
付
し

ま
す
。
健
康
診
断
に
つ
い
て
の
問
合

せ
は
学
校
保
健
グ
ル
ー
プ
（
０
７
９

８
・
３
５
・
３
８
６
０
）
へ
。

会場日程

浜脇・大社・段上・
段上西・津門・今津・
小松・生瀬小学校

10月
７日
（金）

夙川・北夙川・神原・
甲東・樋ノ口・春風・
南甲子園・高須西小
学校

10月
1２日
（水）

西宮浜・苦楽園・甲
陽園・平木・上ケ原
南・高木・瓦木・深
津・甲子園浜・名塩
小学校

10月
1７日
（月）

安井・上ケ原・瓦林・
鳴尾・鳴尾東・山口・
東山台小学校

10月
2１日
（金）

香櫨園・広田・上甲子
園・用海・高須・鳴尾
北・北六甲台小学校

10月
25日
（火）

◆就学時健康診断の日程・会場

　
◆
分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
共
用
部
分
の

改
修
…
１
棟
　
戸
以
上
の
分
譲
マ
ン

２１

シ
ョ
ン
の
管
理
組
合
が
、
共
用
部
分

を
高
齢
者
な
ど
に
配
慮
し
た
改
造
工

事
を
行
う
場
合
、
助
成
対
象
工
事
費

の
３
分
の
１
（
上
限
　
万
３
０
０
０

３３

円
）
を
助
成
。

　
た
だ
し
、
平
成
　
年
　
月
１
日
以

１４

１０

降
に
建
築
さ
れ
た
も
の
、
１
棟
　
戸
５１

以
上
で
５
年
　
月
１
日
以
降
に
建
築

１０

さ
れ
た
も
の
は
助
成
対
象
外
で
す
。

　
【
工
事
例
】
外
部
出
入
口
や
廊
下

な
ど
へ
の
ス
ロ
ー
プ
・
手
す
り
の
設

置
、
床
面
の
ノ
ン
ス
リ
ッ
プ
化
な
ど

　
【
申
請
先
】
住
宅
政
策
グ
ル
ー
プ

（
０
７
９
８
・
３
５
・
３
７
６
１
）

　
月
か
ら
郷
免
町
に
保
育
所
開
園

１１


